
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
七
号

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
の
委
任
に
関
す
る
省
令

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
の
委
任
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

１
　
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
示
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
通
知
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
の
受
理
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
く
調
査
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
徴
収
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
通
知
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
徴
収
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権

限
で
あ
っ
て
、
製
造
業
者
、
販
売
業
者
（
卸
売
業
者
に
限
る
。
）
又
は
表
示
業
者
で
そ
の
主
た
る
事
務
所
並
び
に
工
場
、
事
業
場
及
び
店
舗
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
経
済
産
業

局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
通
知
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
同
条
第
一
項
の
工
場
、
事

業
場
、
店
舗
、
営
業
所
、
事
務
所
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


